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１.医療職場におけるメンタルヘルス・
ハラスメントの現状
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自殺要因の連鎖図

「自殺の危機経路」事例
●労働者の場合

①配置転換 → 過労+人間関係 → うつ病 → 自殺

②昇進 → 過労 → 仕事の失敗 → 職場の人間関係 → 自殺

③職場のいじめ（ハラスメント） → うつ病 → 自殺

ストレス要因
（職場環境の変化、過労、人間関
係、経済問題、家庭の不和など）

うつ病

自殺

3

【出典】厚生労働省パンフレット 「Relax 職場における心の健康づくり～労働者の心の健康の保持増進のための指針～」
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職場におけるハラスメントについての法的規制等の流れ（概略）

① 1999年 「男女雇用機会均等法」改正
→「職場において行われる性的な言動に対する女性労働者の対応により当該女性労働者
がその労働条件につき不利益を受け（いわゆる対価型セクハラ）、又は当該性的な言動に
より当該女性労働者の就業環境が害されること（いわゆる環境型セクハラ）」
を防止するための事業主の「配慮義務」が明文化。

② 2007年 「男女雇用機会均等法」改正
→男女の区別をなくし、「配慮義務」から「措置義務」に改訂。

③ 2012年 3月 厚生労働省「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言」を
公表
→職場のパワーハラスメントの６類型を提示

④ 2017年 「男女雇用機会均等法」および「育児・介護休業法」改正
→マタハラについても、セクハラと同様の「措置義務」が事業者に課せられる。

⑤ 2019年 5月 「労働施策総合推進法」改正
→パワハラの定義を提示。パワハラ対策の「措置義務」が事業者に課せられる。

2022年4月から中小企業も含め全事業所が対象。

⑥ 2020年 「男女雇用機会均等法」改正
→セクハラ防止対策の強化

⑦ 2023年 9月 「心理的負荷による精神障害の労災認定基準」改正
→心理的負荷の強度にてパワーハラスメントの６類型すべての具体例の明記等

⑧ 2025年  6月 「労働施策総合推進法」改正
→カスハラ対策の「措置義務」が事業者に課せられる。（2026年10月頃施行の見込み）
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順

位
出来事の類型

支給決定

件数

1 パワーハラスメント 224（10）

2
仕事内容・仕事量の（大きな）

変化
119（21）

3
顧客・取引先・施設利用者等か

らの著しい迷惑行為
108（1）

4 セクシャルハラスメント 105（0）

5 悲惨な事故や災害の体験・目撃 87（0）

6 特別な出来事 78（10）

7 1か月に80時間以上の時間外労働 51（6）

8 （重度の）病気やケガ 48（4）

9
同僚等から、暴行又は（ひど

い）いじめ・嫌がらせ
44（1）

10 上司とのトラブルがあった 38（4）

精神障害の出来事別支給決定件数

（上位10項目）（令和6年度）

※（）内は自殺（未遂を含む）の件数で、内数。

5

精神障害の労災補償状況

年々増加しており、令和6年度は
1055件と急増

人間関係が原因によるもの
が多い

【出典】厚生労働省 「令和6年度 過労死等の労災補償状況」 令和7年6月
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精神障害の支給決定件数の多い業種（中分類）

精神障害の支給決定件数の多い職種（中分類）

全体の11.2％

「医療業」、「保健師・助産師・看護師」の精神障害の労災補償が多い

精神障害の支給決定件数の多い業種・職種

全体の6.6％

【出典】厚生労働省 「令和6年度 過労死等の労災補償状況」 令和7年6月
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看護職のメンタルヘルス不調者が職場にいる割合

Ｑ：あなたの職場にメンタル障害で休んだり治療を受けている職員がいますか

・４割が、メンタルヘルス不調で休んでいたり治療を受けている職員が「いる」
職場で働いている。
・「わからない」職員が３割弱もおり、職場のコミュケーション力の低下がうかが
われる。

【出典】日本医療労働組合連合会「医療労働 2023 臨時増刊」（2022年 看護職員の労働実態調査「報告集」）
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看護職のセクシャルハラスメントを受けた現状

・15％がセクハラを受けたことがある。
・セクハラを受けた相手は「患者」が約8割と最も多い←カスハラ
・若年層ほど、「患者」からセクハラを受けた割合が高い。

【出典】日本医療労働組合連合会「医療労働 2023 臨時増刊」（2022年 看護職員の労働実態調査「報告集」）
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看護職のセクシャルハラスメントを受けた具体的な内容

①患者から

・入浴介助中、排泄介助中、検温中などに身体を触ってくる。
・自分の局部などに触れさせようとする。
・いやらしいことを言われる。
・容姿のことやサイズ等についてしきりに言われる。
・不必要なボデイータッチ。
・私生活などを異常に聞いてくる。

②家族から

・卑猥なことを言う、必要以上に迫られる。
・身体を触られたり、抱きつかれる。

③医師から

・身体に触る（お尻・胸・腰等）、迫ってくる、卑猥なことを言われる。
・年齢や体のことをやたら言ってくる。
・写真を撮られる。
・体格や結婚していないことなど行動に対していろいろ言われる。
・抱きつきベッドに誘う、キスを迫られる。
・プライベートの詮索をされる。
・ボデイータッチが頻回にある。

【出典】日本医療労働組合連合会「医療労働 2023 臨時増刊」（2022年 看護職員の労働実態調査「報告集」 佐藤氏の見解）
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看護職のマタニティハラスメントを受けた現状

・約1割がマタハラを受けたことがある。
・マタハラを受けた相手は「看護部門の上司」が約7割と最も多い。次いで、
「同僚」も約3割いる。

【出典】日本医療労働組合連合会「医療労働 2023 臨時増刊」（2022年 看護職員の労働実態調査「報告集」）
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看護職のマタニティハラスメントを受けた具体的な内容

・「何かできる事があれば声をかけてください」と言った時に「あたりまえだよ。妊娠は病気
じゃないんだからどんどん動いてもらわないと困るんだけど」と冷たく言い返された。
・つわりがひどくて診断書を提出したら、上司に「休ませなくちゃいけなくなるから、こんなのも
らってこないでほしかった」と言われた。「休むより働いている方が、気がまぎれると思う」など
と言われた。
・つわりで仕事をしている時、「みんなと同じ仕事ができないなら診断書をもらって休みなさ
い。給料泥棒だよ」と言われた。
・妊娠を伝えた時、大きくため息をつき「あなたもなの？」と怒られた。

①冷たい一言に傷つく

・「妊娠を理由に休みたいだけでしょ」と言われた。陰でこそこそ「妊娠してるからってえらそう
だ」と言われていたのを知った。お腹が張っていても立ち仕事をさせられた。流産して手術が
急に決まった時、シフト調整できない、困ると言われた。流産を報告したら「それで、何？」
とあしらわれた。
・流産した時、これでちゃんと働けるねと言われた。心臓が動いていないと判明した日も夜
勤を変えてもらえず、大出血した。

②流産してしまっても…

【出典】日本医療労働組合連合会「医療労働 2023 臨時増刊」（2022年 看護職員の労働実態調査「報告集」 佐藤氏の見解）
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看護職のパワーハラスメントを受けた現状

・約35％（3人に1人）がパワハラを受けたことがある。
・パワハラを受けた相手は「看護部門の上司」が約6割と最も多い
・若年層ほど、「看護部門の上司からパワハラを受けた割合が高い。

【出典】日本医療労働組合連合会「医療労働 2023 臨時増刊」（2022年 看護職員の労働実態調査「報告集」）
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看護職のパワーハラスメントを受けた具体的な内容１

①上司から

・高圧的な言葉で否定する。無視する。話を聞かない。
・理不尽に怒られる。
・同期との差別、ミスしたことを何年も言われる。
・必要以上に強い口調で、感情的な態度、質問攻めにされる。
・休みや年休・生理休暇を希望したら嫌味を言われ、取らせてもらえない。
・超勤していても無視をされ、超勤申請をしてもダメと言われる。
・人格否定、看護師のプライドを否定、会議や委員会の仕事などの強制。
・異動や退職を勧められる、迫られる。
・男性だからとクレームの多い患者の対応を振られる。

②同僚から

・責任や失敗を押し付ける。
・人格、プライベート、容姿についてけなされる。
・理由もない、事実でないことを報告されたり、告げ口のように噂を言う。
・好き嫌いで仕事の時間や量の差別。

【出典】日本医療労働組合連合会「医療労働 2023 臨時増刊」（2022年 看護職員の労働実態調査「報告集」 佐藤氏の見解）



Copyright © 2025 Tadashi Iwami All Rights Reserved 14

③医師から

看護職のパワーハラスメントを受けた具体的な内容２

・無視、大声で怒鳴る。 
・何をしても怒られる、自分に非がなくても怒られる。 
・違う看護師を呼んで来い、変われと言われる。
・自分の非を認めず、看護師のミスにする。
・スタッフや患者・家族の前で怒鳴る。
・わざと違った指示を出して、試す。
・報告内容を無視する。

④患者から

・気分によって怒鳴る。ものを投げる、叩く、蹴る。
・脅される、馬鹿にされる。
・指導や説明をしていても、怒鳴られる。

⑤家族から

・人格否定、気に入らないと「辞めろ」と言われる。
・威圧的な態度と言動。
・不必要なクレームや治療などの不満を言う。

【出典】日本医療労働組合連合会「医療労働 2023 臨時増刊」（2022年 看護職員の労働実態調査「報告集」 佐藤氏の見解）
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看護職の離職意識の割合の推移

メンタルヘルス・ハラスメント対策は看護職の離職防止のためにも必要

「ときどき思う」と合計す
ると79.2％の看護職に
離職意識がある

【出典】日本医療労働組合連合会「医療労働 2023 臨時増刊」（2022年 看護職員の労働実態調査「報告集」 佐藤氏の見解）



Copyright © 2025 Tadashi Iwami All Rights Reserved 16
【参考】厚生労働省・あかるい職場応援団「職場のハラスメント対策リーフレット」（令和6年11月）

職場のハラスメント防止は、企業の義務です！
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「被害者」、「行為者」、「事業者」それぞれの視点で考えてみる

被害者 行為者

事業者
（法人）
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２.「被害者」の視点から
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【参考】令和5年度厚生労働省委託事業「職場のハラスメントに関する実態調査」（令和6年5月）

2割近くの労働者がパワハラを受けたことがある
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【参考】令和5年度厚生労働省委託事業「職場のハラスメントに関する実態調査」（令和6年5月）

ハラスメントを受けた後でも半数近くが「何もしなかった」

行動としては、社内の同僚や上司・社外の友人や家族への相談が多い
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【参考】令和5年度厚生労働省委託事業「職場のハラスメントに関する実態調査」（令和6年5月）

「ハラスメントがあったともなかったとも判断せずあいまいなまま」が多数
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【参考】厚生労働省・あかるい職場応援団「職場のハラスメント対策リーフレット」（令和6年11月）

ハラスメントを受けているのは？と思ったら…
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前回（2021年）までは30代が多かった。
今回は10～20代との回答が急増している。

企業における心の病の最も多い年齢層は「10～20代」

【出典】 公益財団法人日本生産性本部 「第11回メンタルヘルスの取り組みに関する企業アンケート調査報告書」 2023年11月公表より抜粋
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傷病手当金（年齢階級別、傷病別の件数割合）

20～30歳代が支給
件数全体の約3割を

占める中、「精神及
び行動の障害」の割
合が非常に高い傾
向にある。

【出典】全国健康保険協会「現金給付受給者状況調査（令和２年度）傷病手当金」より抜粋
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【出典】松本桂樹「産業領域におけるパワハラの理解 ～被害者、行為者、組織の心理～」こころの科学(217),日本評論社,2021

若手社員の「やりたいことがうまくやれない不満」が被害の訴えにつながる
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【こころの耳5分動画】 嫌な気持ちを相手に伝えるときのコツ

【出典】こころの耳5分研修シリーズ 「嫌な気持ちを相手に伝えるときのコツ」

https://kokoro.mhlw.go.jp/fivemin/#nnf-1
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「言葉」にしなければ自分の考えは何も伝わらない

メリット
〇自分の意見を上手に伝えられるようになる
〇相手に寄り添うことで、相手のことも大切にできる
〇コミュニケーションリスクを回避できる

アサーションとは自分も相手も大切にする自己表現

アサーションのすすめ

【出典】こころの耳5分研修シリーズ 「嫌な気持ちを相手に伝えるときのコツ」
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アイメッセージ：「私」を主語にした表現。
→・相手を攻撃せず、やわらかい表現で伝えられる。
  ・自分の気持ちや伝えたいことが伝わる。
  ・良い関係性を築くことができる。

例) 「(私は)嬉しい」「(私は)悲しい」

ユーメッセージ：「あなた」を主語にした表現。
→相手に対して命令・指示・攻撃のように聞こえてしまう。

心をつなぐ「アイメッセージ」

【出典】こころの耳5分研修シリーズ 「嫌な気持ちを相手に伝えるときのコツ」
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①客観的な事実を伝える

②「アイメッセージ」で自分の感情や気持ちを伝える

③要望と提案を具体的に提示する

上手な伝え方の３つのステップ

【出典】こころの耳5分研修シリーズ 「嫌な気持ちを相手に伝えるときのコツ」
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３.「事業者（法人）」の視点から
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職場におけるパワーハラスメントとは、「改正労働施策総合推進
法」により、以下の３つの要素をすべて満たすものとしています。

① 優越的な関係を背景とした言動であって

② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより

③ 労働者の就業環境が害されること

→客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な

業務指示や指導については、該当しない

・改正法では、パワーハラスメント防止のため、相談体制の整備等の雇用管理上
必要な措置を講じることを事業主に義務付けており、令和２年６月１日（中小事
業主は令和４年４月１日）に施行されます。

・パワーハラスメントに対する基本的な考え方や該当する/しないと考えられる
例、事業主が講ずべき雇用管理上の措置の具体的な内容等については、「事業主
が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理
上講ずべき措置等についての指針」で示しています。

「職場におけるパワーハラスメント」の定義

【参考】厚生労働省「パワーハラスメント対策導入マニュアル（第4版）参考資料3」より一部抜粋
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職場におけるパワハラの３要素における具体的な内容

職場におけるパワハラの
３要素

具体的な内容

①優越的な関係を背景とし
た言動

○当該事業主の業務を遂行するに当たって、当該言動を受ける労働者が行為者に
対して抵抗又は拒絶することができない蓋然性が高い関係を背景として行わ
れるもの
（例）
・職務上の地位が上位の者による言動
・同僚又は部下による言動で、当該言動を行う者が業務上必要な知識や豊富な経験を有して
おり、当該者の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難であるもの

・同僚又は部下からの集団による行為で、これに抵抗又は拒絶することが困難であるもの
等

②業務上必要かつ相当な範
囲を超えた言動

○社会通念に照らし、当該言動が明らかに当該事業主の業務上必要性がない、又
はその態様が相当でないもの

③労働者の就業環境が害さ
れる

○当該言動により労働者が身体的又は精神的に苦痛を与えられ、労働者の就業環
境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等当該労
働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じること

○ この判断に当たっては、「平均的な労働者の感じ方」、すなわち、同様の状
況で当該言動を受けた場合に、社会一般の労働者が、就業する上で看過でき
ない程度の支障が生じたと感じるような言動であるかどうかを基準とするこ
とが適当

・個別の事案の判断に際しては、相談窓口の担当者等が相談者の心身の状況や当該言動が行われた際の受け止め
などその認識にも配慮しながら、相談者及び行為者の双方から丁寧に事実確認等を行うことも重要。

厚生労働省「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」
（令和2年1月15日告示）

【参考】厚生労働省「パワーハラスメント対策導入マニュアル（第4版）参考資料3」より一部抜粋
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【参考】厚生労働省・あかるい職場応援団「職場のハラスメント対策リーフレット」（令和6年11月）

パワハラは大きく分けて6つの類型があります
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職場におけるパワハラに該当すると考えられる例／該当しないと考えられる例1

○「職場におけるパワーハラスメント」のおける代表的な言動は、6類型に分けられます。
○以下は代表的な言動の類型、類型ごとに典型的に職場におけるパワハラに該当し、又は該当しないと考えられる例。

個別の事案の状況等によって判断が異なる場合もあり得ること、例は限定列挙ではないことに十分留意し、職場に
おけるパワハラに該当するか微妙なものも含め広く相談に対応するなど、適切な対応を行うようにすることが必要。

※例は優越的な関係を背景として行われたものであることが前提

代表的な言動の類型 該当すると考えられる例 該当しないと考えられる例

⑴ 身体的な攻撃
（暴行・傷害）

① 殴打、足蹴りを行う
② 相手に物を投げつける

① 誤ってぶつかる

⑵ 精神的な攻撃
（脅迫・名誉棄損・侮辱・ひど
い暴言）

① 人格を否定するような言動を行う。相手の
性的指向・性自認に関する侮辱的な言動を含
む。

② 業務の遂行に関する必要以上に長時間にわ
たる厳しい叱責を繰り返し行う

③ 他の労働者の面前における大声での威圧的
な叱責を繰り返し行う

④ 相手の能力を否定し、罵倒するような内容
の電子メール等を当該相手を含む複数の労働
者宛てに送信

① 遅刻など社会的ルールを欠いた言動が見られ、
再三注意してもそれが改善されない労働者に
対して一定程度強く注意

② その企業の業務の内容や性質等に照らして重
大な問題行動を行った労働者に対して、一定
程度強く注意

⑶ 人間関係からの切り離し
（隔離・仲間外し・無視）

① 自身の意に沿わない労働者に対して、仕事
を外し、長期間にわたり、別室に隔離したり、
自宅研修させたりする

② 一人の労働者に対して同僚が集団で無視を
し、職場で孤立させる

① 新規に採用した労働者を育成するために短期
間集中的に別室で研修等の教育を実施する

② 懲戒規定に基づき処分を受けた労働者に対し、
通常の業務に復帰させるために、その前に、
一時的に別室で必要な研修を受けさせる

【参考】厚生労働省「パワーハラスメント対策導入マニュアル（第4版）参考資料3」より一部抜粋

厚生労働省「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」
（令和2年1月15日告示）
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代表的な言動の類型 該当すると考えられる例 該当しないと考えられる例

⑷ 過大な要求
（業務上明らかに不要なこ
とや遂行不可能なことの強
制・仕事の妨害）

① 長期間にわたる、肉体的苦痛を伴う過酷
な環境下での勤務に直接関係のない作業を
命ずる

② 新卒採用者に対し、必要な教育を行わな
いまま到底対応できないレベルの業績目標
を課し、達成できなかったことに対し厳し
く叱責する

③ 労働者に業務とは関係のない私的な雑用
の処理を強制的に行わせる

① 労働者を育成するために現状よりも少し
高いレベルの業務を任せる

② 業務の繁忙期に、業務上の必要性から、
当該業務の担当者に通常時よりも一定程度
多い業務の処理を任せる

⑸ 過小な要求
（業務上の合理性なく能力
や経験とかけ離れた程度の
低い仕事を命じることや仕
事を与えないこと）

① 管理職である労働者を退職させるため、
誰でも遂行可能な業務を行わせる

② 気にいらない労働者に対して嫌がらせの
ために仕事を与えない

① 労働者の能力に応じて、一定程度業務内
容や業務量を軽減する

⑹ 個の侵害
（私的なことに過度に立ち
入る
こと）

① 労働者を職場外でも継続的に監視したり、
私物の写真撮影をしたりする

② 労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊
治療等の機微な個人情報について、当該労
働者の了解を得ずに他の労働者に暴露する

① 労働者への配慮を目的として、労働者の
家族の状況等についてヒアリングを行う

② 労働者の了解を得て、当該労働者の機微
な個人情報（左記）について、必要な範囲
で人事労務部門の担当者に伝達し、配慮を
促す

○ プライバシー保護の観点から、機微な個人情報を暴露することのないよう、労働者に周知・啓発する等の措置を講じる
ことが必要

職場におけるパワハラに該当すると考えられる例／該当しないと考えられる例2

【参考】厚生労働省「パワーハラスメント対策導入マニュアル（第4版）参考資料3」より一部抜粋

厚生労働省「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」
（令和2年1月15日告示）
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【参考】厚生労働省・あかるい職場応援団「職場のハラスメント対策リーフレット」（令和6年11月）

セクハラ・マタハラにもそれぞれ2つの類型があります
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【参考】令和5年度厚生労働省委託事業「職場のハラスメントに関する実態調査」（令和6年5月）

全体では95％の企業がパワハラ予防・解決の取組を実施している
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【参考】令和5年度厚生労働省委託事業「職場のハラスメントに関する実態調査」（令和6年5月）

相談窓口の設置やハラスメント防止の周知・啓発が多い
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【参考】令和5年度厚生労働省委託事業「職場のハラスメントに関する実態調査」（令和6年5月）

ハラスメント対策は「職場のコミュニケーション活性化」につながる
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【参考】厚生労働省・あかるい職場応援団「職場のハラスメント対策リーフレット」（令和6年11月）

ハラスメント防止対策として事業者が取り組むべき11の措置内容①
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【参考】厚生労働省・あかるい職場応援団「職場のハラスメント対策リーフレット」（令和6年11月）

ハラスメント防止対策として事業者が取り組むべき11の措置内容②
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【参考】厚生労働省・あかるい職場応援団「職場のハラスメント対策リーフレット」（令和6年11月）

ハラスメント防止対策として事業者がさらに取り組むと望ましい内容
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職場のパワーハラスメントを予防するために1

なぜパワ－ハラスメントが起きてしまうのか
・「しごく」ことで人が動く（業績が上がる、生産性が高まる）という誤解

・感情のヒートアップ コントロールのきかない否定的感情

職場環境の問題
・上司と部下のコミュニケーションが少ない

・正社員や正社員以外の様々な立場の従業員が一緒に働いている

・残業が多い・休みが取り難い

・失敗が許されない、失敗への許容度が低い

①競争の激化、業務多忙、業績不振など職場環境の変化
⇒職場コミュニュケーションの希薄化

②雇用形態の多様化、意識の変化
⇒お互いを尊重しあう意識の欠如、異質なものの排除

③古い職場の体質や企業風土、倫理観の欠如
⇒指導・教育に名を借りたいじめ、職場での集団的ないじめ

【参考】厚生労働省「パワーハラスメント対策導入マニュアル（第4版）参考資料3」より一部抜粋
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職場のパワーハラスメントを予防するために２

パワーハラスメントについての十分な理解・関心を深め、他の労働者（※）に対
する言動に必要な注意を払う。

（※）取引先等の他の事業主が雇用する労働者や休職者も含まれます。

パワーハラスメントにならないためのコミュニケーションを心がける。
円滑な職場コミュニケーションの醸成・業務上の指示や指導・教育の適切な方法
の理解
・叱る対象・理由は正当な範囲かどうか
・自分の感情を認識する（怒り、怖れ、悲しみ、焦り、妬み）
・攻撃でなく「改善点を的確に指摘・指導」する
・相手を見て接し方を工夫する
・不要な誤解を招かないコミュニケーションを心掛ける

隠れたパワーハラスメントがないか、周囲のメンバーの変化に注意

パワーハラスメントを起こさせない、職場環境づくりの役割理解（管理職）

事業主の講ずる雇用管理上の措置に協力する

【参考】厚生労働省「パワーハラスメント対策導入マニュアル（第4版）参考資料3」より一部抜粋
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４.カスタマーハラスメント対策について
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カスタマーハラスメント対策として事業者が取り組むべき8の措置内容①

●カスタマーハラスメントを想定した事前の準備

① 事業主の基本方針・基本姿勢の明確化、従業員への周知・啓発

・経営トップがカスハラから組織として従業員を守るという基本方針を示す。

② 従業員（被害者）のための相談対応体制の整備

・相談対応者（相談窓口）を設置し、従業員に広く周知する。

③ 対応方法、手順の策定

・カスハラ行為への対応体制、方法等をあらかじめ決めておく。

④ 社内対応ルールの従業員等への教育・研修

【参考】厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」（2022年）より一部抜粋
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カスタマーハラスメント対策として事業者が取り組むべき8の措置内容②

●カスタマーハラスメントが実際に起こった際の対応

⑤ 事実関係の正確な確認と事案への対応
・顧客、従業員等からの情報を基に、その行為が事実であるかを確かな証拠・証言に基づい
 て確認する。

  ・確認した事実に基づき、サービスに過失がある場合は謝罪する。過失がない場合は要求  
等に応じない。

⑥ 従業員への配慮の措置
  ・被害を受けた従業員に対する配慮の措置を適正に行う（繰り返される不相当な行為には
一人で対応させず、複数名で、あるいは組織的に対応する。メンタルヘルス不調への対応等。）

⑦ 再発防止のための取組
  ・同様の問題が発生することを防ぐ（再発防止の措置）ため、定期的な取組の見直しや改善を
行い、継続的に取組を行う。

⑧ ①～⑦までの措置と合わせて講ずべき措置
・相談者のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、従業員に周知する。

  ・相談したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、従業員に周知する。

【参考】厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」（2022年）より一部抜粋

対策の基本的な枠組みは、職場のハラスメント対策とほぼ同じ
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５.「行為者」の視点から
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もし、あなたがパワハラの行為者になったら・・・

①社内での処分
○懲罰規定（就業規則）：「減給」「降格」「けん責」「出勤停止」
 「諭旨解雇」「懲戒解雇」等

②民事上の責任として損害賠償を請求される
○民事上の責任：（行為者には）民法709条の不法行為責任

（会社には） 民法415条の債務不履行責任（安全配慮義務違反）
民法715条の使用者責任

③刑事罰に課せられる
○刑事罰：名誉棄損、侮辱罪、脅迫罪、暴行罪、傷害罪等
⇒そして、社会的信用、社会的地位を失う。自身の家庭が崩壊する。

【参考】厚生労働省「パワーハラスメント対策導入マニュアル（第4版）参考資料3」より一部抜粋
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あなたは大丈夫ですか？改めて日頃の言動を見つめ直しましょう。

①問題がある企画書について、書類を投
げつけて修正を命じる

②部下を叱責しながら、近くにあった物
差しで頭を叩く

③「説明しても分からないだろう」と、
一人だけ打ち合わせから外す

④仕事が終わって帰ろうとする部下に、
「俺が残っているのに先に帰るのか」と
言う

⑤やる気を引き出そうとの意図で「意欲
がないなら会社を辞めるべき」とのメー
ルを本人に送るとともに、職場の同僚も
ｃｃにいれて送信する

⑥明らかに納期に間に合わないと分かっ
ていて、資料の作成を命じる

⑦能力に見合わない程度の低い業務を継
続的に命じる

⑧「俺の若いころは、もっと厳しかった
んだ。それに比べ、今の若い者は、甘や
かされている」と日ごろから言う

⑨個人的な趣味・嗜好について必要以上
に聞く

⑩特定の部下だけを、何度も同僚の前で
叱責する

⑪特定の同僚を仲間外れにする

【参考】厚生労働省「パワーハラスメント対策導入マニュアル（第4版）参考資料3」より一部抜粋
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・職場の業務を円滑に進めるために、管理職に一定の権限が与えら
れています。
・業務上必要な指示や注意・指導などもその一つです。厳しい指導
であっても、「業務上の適正な範囲」と認められる限り、パワーハ
ラスメントには当たりません。

例えば、
○取引先のアポイント時間を間違えて部下が遅刻したときに、同行した上
司が「何やってるんだ！」と注意した。
→それだけではパワーハラスメントとは言えません。

しかし、
○さらに
「だからおまえとは仕事をしたくないんだ！」
「噂どおり役立たずだな！」
「仕事しなくていいから帰って寝てろ！」
などと人格を否定するような言動を行う。

→パワーハラスメント行為に該当する場合があります。

パワーハラスメントと業務指導

【参考】厚生労働省「パワーハラスメント対策導入マニュアル（第4版）参考資料3」より一部抜粋
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【こころの耳5分動画】 怒りの感情との付き合い方

https://kokoro.mhlw.go.jp/fivemin/#nnf-13

【出典】こころの耳5分研修シリーズ 「怒りの感情との付き合い方」
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• 怒りは、迫りくる脅威と戦うために必要な感情であ
り、自分に近づく危険を回避するための防衛本能

• 怒りは“二次感情”
⇒怒りの根っこにある別の感情に目を向けて理解
することが大切

【一次感情】不安・寂しい・悲しい

↓

【二次感情】怒り

怒りの感情の正体

【出典】こころの耳5分研修シリーズ 「怒りの感情との付き合い方」
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・怒りの感情は数秒でおさまるといわれている

⇒ゆっくり深呼吸する

 その場から離れる

・簡単にできることをあらかじめ覚えておく

①怒りを覚えたら6秒ほど待つ

【出典】こころの耳5分研修シリーズ 「怒りの感情との付き合い方」
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・「何に対して怒りを感じたか」、原因や状況を整理
する

⇒繰り返されるパターンやトリガーを特定できるよう
になる

・生じた怒りが妥当か過剰かを振り返る

⇒また同じような状況になった時に怒りを軽減でき
るようになる

②自分の怒りに気づき、認識する

【出典】こころの耳5分研修シリーズ 「怒りの感情との付き合い方」



Copyright © 2025 Tadashi Iwami All Rights Reserved 

③受け流すスキルを身につける

・人それぞれ価値観は違うことに気づき、割り切る、
怒りを受け流す

・怒りとして認識しないような考え方に切り替える

⇒怒りを軽減することができる

【出典】こころの耳5分研修シリーズ 「怒りの感情との付き合い方」
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④普段から気持ちに余裕を持つ

・生活にリラクゼーション（深呼吸、ヨガ、瞑想な
ど）を取り入れる

・十分な睡眠をとる

【出典】こころの耳5分研修シリーズ 「怒りの感情との付き合い方」
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【ご案内】厚生労働省 令和7年度「職場のメンタルヘルスシンポジウム」

https://kokoro.mhlw.go.jp/mental_sympo/2025/

2025年11月13日（木）
13:30～16:30

オンライン開催 ／ 参加無料

「Q&A」で質問可能な
「Zoom参加」を事前受付中

（11月6日まで）

Copyright © 2025 Tadashi Iwami All Rights Reserved 

ご清聴ありがとうございました。

こころの耳チャットボットキャラクター「コッコロー」
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